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る予定であるので、引き続きご協力願いたい。 

 

２ 民生委員について【資料Ｐ８７参照】 

（１）平成 31（2019）年度における一斉改選について 

     現任の民生委員については、2019 年 12 月１日に一斉改選を迎えることとな

る。次期一斉改選に向けては、各自治体において、 

   ・ 定数に関する市区町村に対する意見聴取 

・ 定数の見直し、定数条例の改正 

   ・ 次期民生委員候補者の推薦事務 

   ・ 委嘱・解嘱、特別表彰に係る事務 

   等の事務処理が必要となる。 

    現時点でのスケジュールについては、以下を予定しているので、各自治体にお

かれては、次期一斉改選を円滑に行うため、関係通知を踏まえつつ、事務に遺漏

のないよう、万全を期されたい。 

    なお、東日本大震災の被災地については、避難生活の長期化等の状況に鑑み、

被災地の実情を踏まえた弾力的な一斉改選事務が行われるよう、平成３１年１

月７日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課事務連絡「被災地における次期民

生委員・児童委員の一斉改選に当たっての留意事項について」を発出しているの

で、参照していただくとともに、地域の民生委員協議会とも十分に意思疎通を図

られたい。 
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（参考）平成３１年度一斉改選に向けた現時点でのスケジュール（案） 

 

業務内容 

H31 

スケジュー

ル 

H28 

実績 

①物品発送時期・発送先等に係る事務連絡 

(厚労省⇒自治体) 
7 月下旬 8 月 24 日 

②定数報告書、徽章等必要数調書の提出 

(自治体⇒厚生局) 
8 月 30 日 8 月 30 日 

③民生委員推薦名簿、感謝状授与者推薦名

簿の提出(自治体⇒厚生局) 
9 月 30 日 9 月 30 日 

④委嘱状・解嘱状・感謝状等発送 

  (厚労省⇒自治体) 
10 月上旬 11 月上旬 

⑤徽章発送             

(厚労省⇒自治体) 
10 月下旬 11 月中旬 

⑥一斉改選 12 月 1 日 12 月 1 日 

⑦改選結果報告          

(厚生局⇒厚労省) 
12 月中旬 12 月 9 日 

⑧プレスリリース             

(厚労省) 
12 月下旬 1 月 16 日 

 
 ※ ②、③のスケジュール及び提出書類については、「民生委員・児童委員の選任(一

斉改選及び随時)に係る調書等の提出について」(平成 25年 2月 27 日雇児育発 0227

第１号、社援地発 0227 第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長、社

会・援護局地域福祉課長通知)のとおりである。 

 

（２）民生委員に期待される役割 

   平成２９年度には制度創設１００周年を迎えたところであり、ますます民生委 

員の役割は重要となっている。 

このような中、地域においては、少子高齢化、人口減少、地域における関係性の

希薄化など様々な課題が生じている。 

その中で、生活上の悩みを誰にも相談できず、地域で孤立する高齢者や生活困 

窮者などが増加しており、地域においては、社会的孤立の防止が大きな課題となっ

ており、第１にあるとおり、「地域共生社会」の実現を目指し、包括的な支援体制

の構築を推進している。 

また、生活困窮者自立支援制度では、生活困窮の状態にある方々をいかに早期に

把握し、早期に支援につなげるかが取組を進める上での重要なポイントの一つで
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ある。 

こうした施策を展開していく上で、地域の実情に精通し、住民の立場に立って相

談支援を行い、行政機関との架け橋の役割も担っている民生委員に期待される役

割が大きくなっている。例えば、相談窓口にたどり着けない生活困窮者の発見や、

自立相談支援事業を始めとする関係機関へのつなぎ、関係機関と連携した要支援

者への見守りなど、積極的に関わることが期待される。 

このため、各自治体におかれては、民生委員が生活困窮者自立支援制度をはじめ

とする諸施策において求められる役割などについて、十分な理解を得られるよう、

研修カリキュラムの中にこれらを盛り込むなど、引き続き積極的な支援をお願い

したい。 

 

  （３）民生委員活動への支援について 

民生委員活動に係る経費については、地方交付税措置を講じているが、昨今の民

生委員活動の負担増加、少子高齢化の進行などを背景とした民生委員活動の一層

の活性化の必要性など、地域における民生委員の役割の重要性を考慮し、平成 28

年度に１人当たりの活動費（実費弁償に要する費用）の増額を、平成 29 年度には、

地区民生委員協議会が民生委員活動を支援する体制の強化を図るため、協議会活

動推進費の増額を図った。 

民生委員活動費及び地区民生委員協議会活動推進費の増額措置に伴う引上げが

なされていない自治体においては、対応をお願いしたい。 

また、広く住民に民生委員活動を理解していただくことや民生委員の負担軽減、

将来のなり手を確保することなどに資する取組として、一部の自治体においては、

独自に民生委員協力員の設置や子ども民生委員の委嘱、行政のサポート体制を強

化するといった取組がなされている。今後とも民生委員活動の一層の充実のため

に、地域の実情に応じた自治体の創意工夫による取組についても実施、検討いただ

くなど、特段の御配慮をお願いしたい。 

また、民生委員法第 10 条において、民生委員には給与を支給しないものとされ

ており、民生委員活動に係る地方交付税措置は、民生委員への実費弁償費につい

て講じているものである。なお、実費弁償費に係る所得税の取扱いについては、国

税庁がホームページにおいて公表している所得税基本通達 28-8 に「地方自治法第

203 条の２第３項（（報酬及び費用弁償費））の規定により受ける費用の弁償は、
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所得税法第９条第１項第４号に掲げる金品に該当するものその他その職務を行う

ために要した費用の弁償であることが明らかなものを除き、給与等とする。」とあ

るように、費用の弁償として受けるもののうち、旅費その他その職務を行うため

に要した費用の弁償であることが明らかなものは課税の対象とならないものであ

るため、御留意いただきたい。 

 

（４）民生委員への個人情報の提供について 

自治体によっては、個人情報提供に関して、過度に敏感な考え方をするなどによ

り、民生委員の活動の基本ともなる要援護者の情報が適切に提供されていないと

の指摘があることを受け、平成 24 年に「自治体から民生委員・児童委員への個人

情報の提供に関する事例集について」（平成 24 年７月 17 日付事務連絡）を発出し

ているので、各自治体におかれては、これを参考に適切な個人情報の取扱いについ

て御配慮願いたい。 

また、昨年、個人情報保護委員会事務局が、「「個人情報の保護に関する法律に

ついてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対

応について」に関する Q＆A」を更新し、民生委員・児童委員が本人の同意を得る

ことなく市町村や民間の事業者から個人データの提供を受けることができる場合

を明確化しており、これについて各自治体の個人情報保護担当課に対し事務連絡

を発出している。当該 Q＆A については、個人情報保護委員会ホームページにおい

ても公表されているので、参照されたい。 

 

  （５）不動産登記法第 70 条第３項の運用における民生委員・児童委員の不在証明に 

ついて 

いわゆる休眠担保権に関する登記の抹消に係る手続に関しては、法務省の通達

等においてその取扱いが示されている。 

この通達等では、休眠担保権に関する登記の抹消の登記の申請の登記義務者の

所在の知れないことを証する情報として、①登記義務者が登記記録上の住所に居

住していないことを市町村長が証明した情報等又は②同様の内容を民生委員が証

明した情報が提出された場合には、当該登記申請を受理して差し支えないことと

されている。 

しかしながら、民生委員において、登記義務者がその登記記録上の住所に居住し
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ていないことを確認することが困難な場合も想定されるところ、このような場合

にまで、民生委員が②の情報を作成する必要はない。 

      平成２９年１０月２０日に、不動産登記制度を所管する法務省民事局民事第二

課から各法務局・地方法務局の不動産登記担当部署に対し、上記通達の趣旨は、②

の情報が提供されなければ当該登記申請を受理してはならないことを示したもの

ではないということが改めて周知がされているので、御承知置きいただきたい。    

 

  （６）災害時における民生委員の取組について 

     昨今、自然災害が多発しており、被災者への見守りや相談支援など、災害時にお

いても、民生委員の役割は重要なものとなっている。民生委員が災害時に活動す

る場合には、民生委員の安全の確保を第一に、過度の負担がかかることがなく実

施される体制となるよう、各自治体におかれては、平時より、防災担当部局と連携

して対応いただきたい。 

 

３ 社会福祉協議会について 

     近年、少子高齢化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化等の社会の変化に伴

い、育児、介護、障害、貧困等、同時に直面する世帯や、一つの世帯の中で複合化・

複雑化した課題を有する等、地域住民が抱える福祉ニーズが多様化しており、地域福

祉の再構築が大きな課題となっている。 

こうした状況に対応するため、社会福祉法人制度改革においても、社会福祉協議会

を含む社会福祉法人は、公益性の高い組織として、地域ニーズを的確に把握し、これ

らのニーズに対応した多様な取組の実施が求められている。 

     各自治体におかれては、今後とも社会福祉協議会との連携により、住民が住み慣れ

た地域で安心して生活することができるように、一層の地域福祉の推進及び積極的

な地域づくりへの取組をお願いしたい。 

     また、近年、相次いで自然災害が発生し、多くの方々が災害ボランティアとして被

災地に駆けつけ、被災された方々の生活再建に向けた様々な支援活動をしていただ

いている。災害ボランティアセンターについては、内閣府防災担当から「防災におけ

る NPO・ボランティア等との連携・協働ガイドブック（※）」等が示されている。 

各自治体の社会福祉協議会担当部署におかれては、災害時の社会福祉協議会の負

担軽減の観点からも、防災担当部署と十分連携の上、災害時における社会福祉協議会
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民生委員活動に関して工夫している事例民生委員活動に関して工夫している事例

民生委員協力員

○ 民生委員の負担軽減や、新たな地域福祉の担い手（将来の民生委員候補者）の発掘等を目的
に、民生委員の活動を補佐する「民生委員協力員」を配置。
（実施事例）
・地域のサロン活動等に協力員が参加することで、準備等に時間をかけることができるようになり、
サロン活動が充実するとともに、民生委員の負担軽減にもつながる。
・民生委員経験者に協力員を委嘱し、民生委員の欠員地区でのサポートをするとともに、新任
民生委員が困った時にアドバイスすることで、新任民生委員に安心感を与える。
・年齢要件により退任することが分かっている民生委員の後任候補者を協力員に委嘱し、民生
委員とともに活動する中で、民生委員の役割等を学習。協力員を経験後、民生委員に就任。
※協力員の配置人数、委嘱者、活動内容、活動費等は自治体によって異なる。

子ども民生委員

○ 小学生等を対象に、民生委員の役割等に関する授業を行い、 「子ども民生委員」に委嘱。
民生委員と一緒に一人暮らしの高齢者の訪問や見守り活動などを実施。
子どもが地域の高齢者について考える機会になっているとともに、民生委員のことを知って
もらうきっかけにもなっている。

行政のサポート

○ 民生委員・児童委員の包括的な相談窓口として、民生委員・児童委員支援担当者（課長補佐
以上） を庁内関係各課に置き、その者の指示により関係各課の担当者は、関係各課や関係機
関との調整、必要に応じて現地に同行するなど、サポート体制を構築。

（大分市の民生委員サポート体制）
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